
寄せられた声と回答の紹介（令和3年8月受付分）

件名 区民の声 区の回答 担当組織

登園自粛要請について 保育園を休園することは無理だとしても、コロナ禍では、産休や育休
中の方へ登園自粛を求めてほしい。

保育園閉園で社会機能の停止や混乱が生じないよう、緊急事態宣
言発令中であっても感染防止対策を徹底し、通常どおり開園しま
す。産休中・育休中の利用者についても、家庭の事情に応じて預か
りを継続する方針に変わりはありません。

こども家庭部
保育課

二学期の対応について 二学期が始まるが、休校を検討してほしい。コロナが収束した時点
で冬休みを無くすなど、臨機応変に対応してほしい。

二学期は、学びの保障や共働き家庭の児童生徒の居場所や食の
確保などの課題を踏まえ、午前授業を行うこととしました。感染症へ
の不安から欠席する児童生徒については、午後にタブレットを使っ
た学習支援を実施します。

教育振興部
教育指導課

感染者情報の公表について ホームページに区職員や施設職員の感染状況を掲載しているが、
場所を公開しないと意味がない。かえって混乱を招いている。すぐ
にやめるべきだ。

区では感染予防に向けた注意喚起のため、感染者の情報を可能な
範囲で公表しています。施設名や町名などについては、公表するこ
とにより、地域に暮らす方々の生活を脅かすような風評を生む恐れ
があるため、公表していません。

健康部
保健予防課

2回目の接種予約について 1回目のワクチン接種後でないと2回目の予約ができない。2回目の
予約は、自動的に3週間後の同曜日にしてほしい。

2回目の接種予約を1回目と同時に受付しないのは、体調不良等で
1回目が接種できなかった場合、2回目の予約日も変更する必要が
生じるためです。
区では、1回目と2回目で予約枠を分けて管理しており、2回目分は
確保しています。

健康部
住民接種担当課

健康診査の期限延長について 健康診査を実施して病院に負担をかけるべきでないと思う。緊急事
態宣言も発令されているため、診査の期限を延長してほしい。

区は、健康診査は不要不急の外出に当たらないと考えています。健
康診査の受診期間は、5か月間としておりますが、ご事情により、2
か月後まで受診できます。

健康部
健康推進課

スケートボード施設について 練馬区にはスケートボードパークがないため、子どもたちが安全に
練習できる施設をつくってほしい。

スケートボードパークは、騒音などの面から検討すべき課題もあり
ます。今回のご要望は、今後の区立スポーツ施設の充実を図って
いくうえで参考とさせていただきます。

地域文化部
スポーツ振興課


